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１．研究計画の概要
本研究は、フランス民事訴訟法の現在の姿

を明らかにするとともに、日本法との比較研
究によって日仏両国の 21 世紀紛争処理法の
特質を明らかにするものである。

具体的な手法は、フランス民事訴訟法の条
文および立法理由を調査し、逐条的にその意
味を明らかにすると共に、これと日本法との
機能的な比較研究を行い、主に実務に関する
意見交換をフランスの民事訴訟法研究者と
の間で行う。

２．研究の進捗状況
(1) 逐条研究
①1978 年の法務省訳の再検討

概ね 1000 箇条の翻訳につき、その後の改
正・追加を検討した。
②新規立法部分の検討

1980 年代以降に追加された規定について、
逐条的な検討を行っている。
(2) 比較研究および意見交換

フランス民事訴訟研究者との意見交換は、
フランスにおいて数回行うと共に、平成 20
年度には日本で行った。

３．現在までの達成度
③やや遅れている。
(理由)
本研究が開始した後にも、不動産執行や人

事訴訟・家事審判に相当する手続につき重要
な法改正が相次ぎ、既に検討済みの部分につ
き再検討を余儀なくされている。

４．今後の研究の推進方策
従前の計画を着実に遂行するほか、研究会

の開催回数を増やして検討のスピードをア
ップさせる。

なお研究の追加に必要な予算措置を、研究
経費の繰り越しにより手当てするべく申請
をしたが、繰り越しが認められなかったので、
追加的な訪仏調査などによる充実した調査
研究は断念せざるを得ない。
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